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一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
教
育
の
質
保
証
の
観
点
か
ら
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
保
健
師
助
産
師
看

護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
二
十
一
条
第
三
号
の
看
護
師
養
成
所
（
以
下
「
看
護
師
養
成
所
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
も
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
受
験
者
や
学
生
等
の
関
係
者
が
当
該
養
成
所
を
多
元
的
に
理
解
す
る
た
め
、
及

び
入
学
希
望
者
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
回
避
す
る
た
め
の
情
報
を
公
表
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
」
と
考
え
て
お
り
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
情
報
が
御
指
摘
の
よ
う
な
「
教
育
活
動
に
伴
う
基
本
的
な
情
報
」
に
当
た
る
か
も
含
め
、
看
護
師
養
成
所
に
お

け
る
情
報
の
公
表
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
一
で
御
指
摘
の
「
報
告
書
」
に
お
い
て
「
専
修
学
校
の
教
育
の
特
徴
や
、
学
校

生
活
の
様
子
、
就
職
指
導
、
資
格
取
得
や
就
職
な
ど
の
状
況
、
卒
業
や
中
途
退
学
の
状
況
、
経
営
情
報
な
ど
を
的
確
に
発
信

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
情
報
公
表
等
の
責
務
を
十
分
に
果
た
し
て
い
な
い
学
校
が
あ
る
こ
と
は
課
題
で
あ
る
」
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
今
後
、
看
護
師
養
成
所
に
お
け
る
、
教
育
の
内
容
や
質
の
向
上
の
た
め
の
自
己
評
価
の
方
法

等
の
検
討
を
行
う
中
で
、
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 


